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橿原市特産品の魅力を「見える化」 
橿原市特産品認定シールを開始します 

 

橿原市では、本市が誇る農産物の魅力を市内外に広く発信し、農業の振興およびブランド力の

向上を図るため、新たに「橿原市特産品認定シール」を開始します。 

本認定シールは、橿原市の風土や生産者の技術が活かされた農産物の中でも、特に市の特色を

代表する「いちご」「アスパラガス」「鉢花」「有機栽培のお米」の４品目を対象に、橿原市の特産

品であることを認定するものです。 

認定を受けた農産物には、市が定めた「橿原市特産品認定シール」を貼付することができ、消

費者に対して「橿原市の特産品」であることが一目でわかることにより商品の付加価値を高め、

消費の拡大や生産者の意欲向上を図ります。 

 

■ 対象品目 

 ① いちご ②アスパラガス ③鉢花 ④有機栽培のお米 

 

■ 事業の目的 

本事業は、橿原市の農業を支える主要品目を重点的に PRすることで 

① 市内農業者の意欲向上 ②販路拡大 ③橿原市農産物のブランド化を目指すものです。 

 

■ 今後の展開 

今後は、認定シールを活用した情報発信を行うとともに、まほろばキッチンなどの直売所での

販売やイベントへの出店、関係機関と連携しながら、橿原市農産物の認知度向上に取り組んでま

いります。 

 

■ 橿原市特産品認定シール 

 

 

橿原市 プレスリリース 

＜本件に関する問い合わせ先＞ 

橿原市都市デザイン部農政課 

橿原市東竹田町 1-1 

TEL:0744-21-1213（直通） 

担当:野川・大塚 


